
　　消費税率（国・地方）が、平成２６年４月１日に５％から８％へ引き上げられたことに伴い、消費税収

（現行分の地方消費税を除く。）については、その使途を明確にし、社会保障財源化することとされてお

り、地方公共団体においても、地方消費税収の引き上げ分をすべて社会保障施策に要する経費に充

てるものとされています。

　　以上の趣旨を踏まえ、令和７年度長万部町一般会計予算における地方消費税市町村交付金（社

会保障財源化分）の社会保障施策経費への充当状況について、下記のとおり報告します。

記

（歳入） 市町村交付金（社会保障財源化分）

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税

（社会保障財源
化分の市町村
交付金）

206,826 147,204 13,371 46,251

心身障害者特別対策費 206,826 147,204 13,371 46,251

87,740 274 7,596 5,672 74,198

社会福祉総務費 0 0 0

老人福祉総務費 63,281 274 7,596 4,091 51,320

その他 24,459 1,581 22,878

267,290 123,040 0 4,879 17,280 122,091

一般管理費 9,500 614 8,886

社会福祉総務費 261 17 244

心身障害者特別対策費 5,163 334 4,829

児童福祉総務費 9,344 3,000 604 5,740

児童措置費 235,985 120,040 4,879 15,256 95,810

公債費 6,614 428 6,186

その他 423 27 396

64,900 2,193 4,195 58,512

社会福祉総務費 21,665 2,193 1,401 18,071

公債費 18,272 1,181 17,091

労働諸費 50 3 47

その他 24,913 1,610 23,303

626,756 272,711 0 12,475 40,518 301,052

児童福祉事業

社会福祉事業

小　　計

高齢者福祉事業

令和７年度長万部町一般会計予算における地方消費税市町村交付金（社
会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要す
る経費について

７６,５０２千円

１,１８３,３９１千円

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

社会福祉

障害者福祉事業



【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税

（社会保障財源
化分の市町村
交付金）

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

76,864 29,563 0 4,969 42,332

社会福祉総務費 76,864 29,563 4,969 42,332

125,602 24,757 0 8,120 92,725

後期高齢者医療費 125,602 24,757 8,120 92,725

160,198 13,771 0 10,356 136,071

老人福祉費 160,198 13,771 10,356 136,071

362,664 68,091 0 23,445 271,128

30,253 10,393 1,808 1,956 16,096

心身障害者特別対策費 18,422 6,014 1,500 1,191 9,717

ひとり親家庭福祉費 5,523 1,348 50 357 3,768

児童福祉総務費 6,308 3,031 258 408 2,611

142,783 9,230 133,553

保健衛生総務費 2,783 180 2,603

病院事業費 140,000 9,050 130,950

20,935 1,182 824 1,353 17,576

保健衛生総務費 20 1 19

予防費 20,915 1,182 824 1,352 17,557

193,971 11,575 2,632 12,539 167,225

1,183,391 352,377 0 15,107 76,502 739,405

医療確保事業

疾病予防対策事業

小　　計

合　　計

医療給付事業

社会保険

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

介護保険事業

小　　計

保健衛生


